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竹村瞳、青木俊（代理出席）、代田浩幸、山戸俊彦、河手正彦、増村隆洋、實吉和代、松

岡聡、和地忍、平出勝彦、酒井奈美江、林光、浦野章博、佐々木寛司、宮坂葉月、関基、

茅野務、笠原敏彦、藤森誠 

（オブザーバー）教育委員（敬称略） 

岩波健一、今井みどり、松木祐基子 

（事務局） 

三輪晋一教育長、細野浩一次長、伊藤勝徳課長、長島一幸係長、河西優樹主査、 

森崇係長、河西瞭主任、三村昌弘指導主事 

（傍聴者）5名 

資   料 

次第 

南部地区小中一貫教育学校建設基本構想ダイジェスト版 

資料1  諏訪市学校再編推進委員会名簿 

資料2  令和7年度の取組 

資料3  諏訪市学校再編推進委員会設置要綱 

協議議題（内容）及び会議結果（要旨） 

（進行：教育総務課長） 

１ 開  会 

２ 委嘱状交付 

３ 教育長あいさつ 

・昨年8月に基本構想が策定され、いよいよ学校建設に向かっていく段階。 

・昨年2月の第8回再編推進委員会にて、まずは学校用地が決まらないとその後の検討が進まない 

ため、学校用地取得のための調査業務を行うこと、通学路や通学区の検討のために通学部会を立 

ち上げることの 2点について決定いただき、この 1年間取り組んできた。 

・今回、学校用地が確定したため、その報告を行うとともに、今後どのように検討を進めていくのかを 

委員の皆様と共有したい。 

４ 自己紹介 

５ 南部地区小中一貫教育学校建設基本構想について 

（事務局）南部地区小中一貫教育学校建設基本構想ダイジェスト版により説明 

６ 報告（議事進行：関委員長） 

（１）令和7年度の南部地区施設一体型小中一貫教育学校再編整備に向けた取組と今後の予定につ

いて 

（事務局）資料2・3により説明 

【質疑応答】 

（委員）今後通学区が変更となる地区が出てきた際に、その対象地区の子ども達は開校前に通学区



の変更等の対応が行われるのか。 

→（事務局）教育委員会としては、新校開校の令和14年度から新しい通学区へ変更する考えであり、

開校前の通学区変更は考えていない。 

（委員）開校のタイミングで通学区が変わった場合、すでに兄弟が先に入学している場合、下の子は

同じ学校に通うことができる等の臨時的な対応はあるか。 

→（事務局）上諏訪小学校が令和3年度に開校した際に、同じような状況があり、開校を起点として、

上の子が城南小学校に通っていれば、下の子も城南小学校に通えるという配慮をした。そのため、今

回もそれに準じた対応を検討している。 

（委員）再編推進委員会の議論の中で、通学路整備の中でスクールバスの導入についての話をしてき

た。四賀地区の中で、諏訪南中へは距離が遠いため、諏訪中に通っている区があると認識している。

諏訪中に通っている 3地区（武津区・細久保区・普門寺区）について今後の通学区検討を進める中で

は、スクールバスの導入についても議論すべきと感じる。 

→（事務局）基本構想策定の段階からスクールバスの話は話題としてでていた。通学部会の中で武津

区・細久保区・普門寺区の関係者も含めて子ども達にとってどうあるべきかの検討を進めているとこ

ろ。今いただいたご意見も参考にしながら通学部会で素案を作成し、再編推進委員会に挙げていきた

いと考えている。 

（委員）今後、基本計画策定に向けたワークショップ等が行われると説明があったが、進め方などにつ

いて、補足説明があればお願いしたい。 

→（事務局）基本構想については委員の皆様から様々な意見を出していただき、こんな学校がいいな

という部分を盛り込んで策定した。今後、基本構想をもとに具体的な学校建設整備に向けて基本的な

計画を作成していくというステージに入っていく。令和8年は設計業者による策定支援を受けながら基

本計画を作成していく。従って、業者の方にもワークショップに参加いただいて基本構想をベースと

し、委員の皆様の意見を伺いながら基本計画作成を進めるステージに入っていきたい。併せて、市民

や地域への説明会を行いながら、計画作成を進めていきたいと考えている。 

（委員）跡地利用について、四賀小や中洲小の建物を含めた跡地利用は令和14年度以降に考えてい

くのか、それとも新校建設と並行して検討していくのかを伺いたい。 

→（事務局）まずは新しい学校の建設を先行して進めていきたいと考えているが、委員の皆様から跡

地利用についてご意見等があれば、一旦教育委員会として受け止めさせていただき、市全体の中で

共有を図りながらどうしていくのかという議論になるため、現時点で跡地利用に関しては白紙である。 

 

７ そ の 他 

（事務局）委員の任期は委嘱の日から再編協議が終了する日までとしているが、学校や保育園の保

護者の方々は、それぞれ任期が 1年だと思う。次の代表の方にこのような会議の任期をお願いする

ことを引き継いでいただきたい。学校に関わる多くの方々に新しい学校を作るための学校再編推進

委員会に関わっていただき、素敵な学校を作っていきたいため、ぜひ後任の方への引継ぎをお願い

したい。 

 

８ 閉  会 

【全体での質疑意見】⇒なし 

 


